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　障害のある方やそのご家族が、安心して生活を続けられるように必要な情報
をお知らせしたり、仲間づくりや就労のお手伝いをします。
　
■相談受付：平日　９：00～17：30
　　　　　(土日の相談については事前にご予約ください)
■相談方法：電話・来所・自宅訪問
■住　　所：香南市香我美町下分684番地１（ミネルバ跡地）
　　　　  　☎57-7180

市役所
香我美庁舎

香我美小学校

あけぼの

大前京子（吉川町）
☎55-5505

岡﨑法子（野市町）
☎56-2089

松木雅久（野市町）
☎55-0075

横田鈴子（香我美町）
☎55-4007

住江直子（野市町）
☎56-5705

まずはお電話
ください

　高知県で交付される身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手
帳が４月交付分から、手帳のサイズとカバーの色がすべて統一されます。
(障害のある方が、社会参加や民間サービスをより利用しやすくなること
を目的にしたもので、現在の各手帳が使えなくなるわけではありません)

■新規交付、更新などの手帳交付時に順次切り替えます。
■手帳をお持ちで新しい手帳に換えたい方は、福祉事務所へ申請してく
ださい。
■手帳をお持ちで更新の必要がない方は、引き続き現在の手帳を使用
できます。

水色 / 縦11cm×横８cm

【身体障害者相談員】 【知的障害者相談員】

　障害のある方や、そのご家族の身近な相談相手として身体・知的障害者相談
員がいます。皆さんの気持ちに寄り添いお話をお聞きします。ささいなことでも
かまいません、お気軽にご相談ください。

■手帳見本
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市民保険課　☎57-8506

■
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  【問い合わせ】
　税務収納課国保税係
　☎57-8504
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■特別徴収に該当する方は、４月分から仮徴収が始ま
ります
　前年度の国保税額から仮の税額を決定し、４・６・
８月に特別徴収することを「仮徴収」といいます。
　特別徴収に該当する方は、４月から仮徴収をしま
す。７月に今年度の実際の国保税額が確定しますの
で、10月から、仮徴収で納めた分との差額を引いた
金額を特別徴収で納めていただきます。

■特別徴収から口座振替に変更することができます
申請書は税務収納課・各支所でお渡ししています。
詳しくはお問い合わせください。

香南市国保被保険者証
の使用は適切に！！

　就職先の健康保険への加入日は、
保険証が届いた日ではなく、雇用さ
れた日になります。（家族を被扶養者
にした場合も、扶養認定された日が
加入日となります。）
　香南市国保は、その日までさかの
ぼって無効となります。
　健康保険への加入日以降は、香南市国保被保険
者証は使用できません。

■健康保険証が届くまでに病院などへかかる場合
　職場の健康保険担当者に相談してください。「健
康保険資格取得証明書」を発行してもらい、病院な
どの窓口へ提示してください。

■既に香南市国保で受診していた場合
　すぐに、病院などに連絡してください。既に新しい
保険証がある方は、窓口へ提示してください。
　連絡時期によっては、病院などでの処理が間に合
わず、医療費を返金していただく場合があります。

■必ず香南市国保へ届出をしてください
　他の保険に加入（扶養家族になった場合を含む）
をしても、就職先から市へ連絡は届きません。本人
が届出をしてください。

　被保険者証の有効期限
にかかわらず、新しい居住
地へ転入した日より、新住
所地の国保に加入となりま
す。香南市国保の被保険者
証は、転出の日以降使用で
きません。

■病院などへかかる場合にご注意ください
　新しい居住地の被保険者証が交付される前に病
院などへかかる場合、窓口で、「住所変更の手続き中
ですので、国保が変わります」と申し出てください。
　新しい被保険者証が交付されたら、月の途中でも
すぐに病院などへ提示してください。

いずれの場合も

香南市国保の被保険者証は速やかに
返却してください(手続きは14日以内)

■次の条件のすべてに当てはまる方は特別徴収(年金
からの天引き)の対象となります
①国保の被保険者
②年金の受給額が年額18万円以上
③国保加入者が65歳以上75歳未満の人で構成さ
　れた世帯の世帯主
④介護保険料との合計額が、世帯主の年金額の
　２分の１を上回らない

国保税の
お知らせ
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就職(健康保険に加入)したら 香南市から転出したらたら

年金を受給している世帯主の方へ
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